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長引く物価高騰等の影響を受ける地域福祉活動を後押しします 
～大府市生活困窮者支援団体補助金の継続実施～ 

 
大府市は、長引く物価高騰などの影響を受ける地域福祉活動を支援するため、令和４年

度に引き続きフードバンクなどの活動をする地域の市民支援団体の活動を後押しします。 
 

■大府市生活困窮者支援団体補助金の概要 
フードバンクなどの支え合いの地域福祉活動を実践する地域のボランティアグループな

どに対して、物価高騰の影響を緩和するため一定の活動経費を支援する制度です。 
経緯 本制度は、物価高騰などの影響が大きくなった令和４年６月に創設したものです。 

創設当初、令和４年度限りの実施を想定していましたが、物価高騰などの影響が長
期化していることを踏まえて、令和５年度も引き続き実施することとしました。 

対象 市と連携して市民への福祉的支援を行う民間団体 
要件 物価高騰等の影響を受けたことで、活動が低下していると認められる場合又は支援

ニーズが増大していると認められる場合 
目的 物価高騰などが長期化する厳しい情勢の中であっても、地域による「支え合い」の

活動にブレーキをかけることがないよう活動を後押しします。 
内容 １団体５０万円（上限額。活動内容や規模によって配分予定）×６団体程度 
■補助金による活動支援のイメージ 

 
【問い合わせ先】 
 大府市地域福祉課 
 担当：中本 真（なかもと まこと） 
電話：0562-45-6228 FAX：0562-47-3150 メール：fukushi@city.obu.lg.jp 
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